
九州総合通信局は、情報通信分野を所掌する総務省の九州管区機関です。九州地域７県
（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮﨑、鹿児島）を管轄しています。
地域における情報化の推進、電気通信の規律・振興、放送の普及・高度化、電波の監理等
について、地域の実情に応じた施策の実施機関及び国民との窓口機関として、地方公共団
体や地域の事業者等に対し、以下のような業務を実施しています。

◆電気通信の健全な発展◆
●電気通信事業者の監督
電気通信事業の登録・届出や監督を行って
います。

●電気通信サービスに関する相談
携帯電話やインターネットサービス等に関
する相談に対して、電気通信事業者、消費
生活センター等と連携して対応しています。

●ｅ－ネットキャラバン等の実施
青少年が携帯電話やインターネットを安心・
安全に利用するために学校等に出向いて講座
を実施しています。

◆地域情報化と防災対策◆
●ICTで地域力を豊に
高齢化や人口減少による働き手不足、アフ
ターコロナの新しい働き方・学び方の在り
方など、地域は多くの課題を抱えています。
これらの地域の課題をＩＣＴにより解決し、
未来への発展に向け、基盤となる光ファイ
バ、５Ｇ、海底ケーブル等のインフラ整備
を地方のニーズを踏まえて推進しています。

●防災・減災対策の推進
今後、発生が想定される南海トラフ巨大
地震等の大規模災害に備え、多様な情報
通信技術を活用した防災、減災対策を推
進しています。

地域情報化・電気通信の発展

九州総合通信局

◆放送の免許等◆
●テレビやラジオ等の放送局の免許等
テレビやラジオなどの放送局の免許や検査、
放送の受信障害の相談対応を行っています。
また、地域情報の発信拠点となり、防災・災
害情報等も提供するコミュニティ放送の免許
等を行っています。

●臨時災害放送局
災害発生時に地域の被災住民等に自治体から
の生活支援情報等を伝達するために開設する
臨時のＦＭ放送局に使用する機器の無償貸与
を行っています。

◆有線放送の登録等◆
●ケーブルテレビ事業者の登録等
多チャンネル放送に加え、地域に密着した情
報や防災・災害情報等を届けるケーブルテレ
ビの事業者の登録等を行っています。
また、ケーブルテレビによる被災情報や避難
情報を提供し、生命・財産の確保に不可欠な
情報の伝達手段を確保するため、ケーブルテ
レビ網の光化及び送受信設備等の整備を支援
しています。

放送の普及・促進

くらしの中に



信書便事業の啓発

●民間事業者による信書便サービスに関
して許認可や周知・啓発を行っています。

●不法無線局の排除
不法無線局は、テレビやラジオの受信に障害
を与えたり、携帯電話の通話を妨害したりす
るなど、暮らしに悪影響を及ぼすだけでなく、
警察、消防・防災行政無線など人命、財産に
関わる重要な無線に混信や妨害を与える場合
もあります。
警察などと共同で取締りを行っています。

●電波の安全性に関する情報の提供
携帯電話など、「電波の安全性」に対する関
心が高まっており、「電波の安心・安全」に
関する正しい知識を提供し、正しい理解の普
及啓発に取り組んでいます。また、電波が人
体に影響する不安や疑問についての相談対応
も行っています。

●重要無線通信妨害の迅速な排除
社会的に重要な役割を担っている消防・救急
無線や航空無線などに障害等が発生した場合
は、迅速にその障害源を排除しています。

●電波の監視、混信障害対策
電波のルールを守って利用されているか、電
波の混信が発生していないか等、電波監視シ
ステム（DEURAS)による監視を行っています。

【電波監視システム（DEURAS）】

電波利用環境の整備

電波の利用・促進

◆電波の有効利用◆
●周波数の管理・電波利用の研究等
電波は有限な資源です。この共有資源である
電波の利用状況などを調査し、新しい電波利
用に役立てています。
また、波の新たな利活用に向けた調査検討
を行い、地域の電波利用に役立てています。

◆無線局の許認可等◆
●身近で利用される無線局
スマートフォンの普及に伴い通信需要が急増
する携帯電話やタクシー等の各種業務用無線
など、社会基盤として身近で利用される無線
局の免許や登録等を行っています。

●人命・財産保護に不可欠な無線局
人命の安全確保のための航空・船舶無線、事
故・災害時の情報伝達に重要な役割を果たす
消防・救急無線、防災行政無線等の無線局免
許や無線システムの高度化を促進しています。

◆無線従事者の免許等◆
●無線従事者に関する免許等
無線設備の操作や監督を行う「無線従事者」
の資格の免許や無線従事者を養成する学校の
認定を行っています。

九州総合通信局

九州総合通信局 重点施策2023

👇👇詳細はWebで

～デジタルで創る 世界に開かれた九州～

◆電波監視・不法無線局対策・
電波に関する正しい知識の普及◆



■ 勤務地・基本情報

勤務地
▸熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地方合同庁舎Ａ棟 １１階・１２階
※採用から３年目に、総務省本省（霞が関）での勤務（２年間予定）
があります。

勤務時間
▸勤務時間
午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（１日７時間４５分勤務）

▸休日
土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

休暇
▸年次休暇（有給休暇）
年間２０日（採用の年は１５日（４月採用の場合））

▸その他の休暇
病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・ボランティアなど）など

給与
▸給与（初任給）
１８５，２００円程度（条件により異なります）
▸昇給
年１回（１月）

諸手当 ▸通勤手当、住居手当、超過勤務手当、扶養手当、特殊勤務手当、
期末・勤勉手当（いわゆるボーナス：年２回）など

福利厚生
▸総務省共済組合員となり、短期給付（病気やケガ等により治療をした
場合の給付）、長期給付（年金）、福祉事業などを受けることができ
ます。

研修

▸採用時研修
東京都内の総務省の研修施設「情報通信政策研究所」にて、全国の採
用者と一緒に、業務に必要な基礎的な知識を習得できます。
また配属された部署においても各種の職場研修が実施されます。

▸専門研修
ＩＣＴ、無線通信、地域情報化、放送、電波測定等の各種研修により、
業務に必要な専門的な知識が習得できます。

情報通信政策研究所



Ｑ．最初に配属された部署でずっと勤務するのですか？

Ａ．情報通信行政は幅広い分野の業務を行っています。
本人の希望や適性などを考慮し、一定期間ごとに別の部署へ異動することとなります。
更に、本人の希望により全国へ異動することもあります。

Ｑ．総合通信局は、情報通信の専門知識が必要で難しそうですが・・・？

Ａ．総合通信局は情報通信分野の幅広い業務を行っていますが、採用直後の研修や関係す
る各分野の専門研修制度がありますので、業務を行いながら専門知識を習得すること
ができます。
もちろん無線に関する資格や通信工学、工学の基礎等の知識はすぐに業務に活かすこ
とができます。

Ｑ．採用はどのように決定するのですか？

Ａ．国家公務員採用試験の合格者に対して、採用担当者が面談を通じて、あなたの長所・
やる気・可能性などを総合的に判断して決定します。
採用試験に合格したら、積極的に訪問していただき、あなたの魅力をアピールしてく
ださい！

Ｑ．子育てに関し、どのような支援がありますか？

Ａ．女性職員の産前・産後休暇の取得はもちろん、男性職員も含め、子供が３歳になるま
で育児休業を取得することができます。また、働きながら育児をするための各種制度
も用意されています。

Ｑ．サークル活動はありますか？

Ａ．野球、サッカー、バドミントン、ゴルフ、テニス、ツーリング、三線、囲碁など、各
種のサークル活動が盛んで、勤務時間後や休日などに楽しみながら活動しています。

Ｑ．職員数、男女比などについて教えてください。

Ａ．九州総合通信局では、約１４０名の職員が働いています。
男性が約８割、女性が約２割です。

Ｑ．採用実績について教えてください。

Ａ．最近の採用実績は以下のとおりです。（国家公務員採用一般職試験（大卒程度））
R3年度:5名(男性3/女性2) R4年度:4名(男性1/女性3) R5年度:5名(男性2/女性3）

■ Q＆A

Ｑ．採用時の勤務地はどこですか？

Ａ．九州総合通信局の勤務地は、熊本市西区春日の熊本地方合同庁舎のみです。
なお、採用から２年経過後に、総務省本省で一定期間（２年間の予定）の勤務があり
ます。



総
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省

自治大学校
情報通信政策研究所
統計研究研修所

施設等機関

中央選挙管理会
政治資金適正化委員会
［自治紛争処理委員会］

特別の機関

・地方財政審議会
・行政不服審査会
・情報公開・個人情報保護審査会
・官民競争入札評価制度委員会
・独立行政法人評価制度委員会
・電気通信紛争処理委員会
・電波監理審議会
・統計委員会
・恩給審査会
・政策評価審議会
・情報通信審議会
・情報通信行政・郵政行政審議会
・国立研究開発法人審議会

審議会等

管区行政評価局（７）
四国行政評価支局
沖縄行政評価事務所

総合通信局（１０）
沖縄総合通信事務所

地方支分部局

公
害
等
調
整
委
員
会

消
防
庁

（
外

局
）

大臣官房

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ統括官

政策統括官

統計局

総合通信基盤局

情報流通行政局

国際戦略局

自治財務局

自治行政局

行政評価局

行政管理局

総合通信局等 管轄都道府県
・北海道総合通信局 ・北海道

・東北総合通信局 ・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・秋田県 ・山形県 ・福島県

・関東総合通信局 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・埼玉県 ・千葉県 ・東京都・神奈川県

・信越総合通信局 ・新潟県 ・長野県

・北陸総合通信局 ・富山県 ・石川県 ・福井県

・東海総合通信局 ・岐阜県 ・静岡県 ・愛知県 ・三重県

・近畿総合通信局 ・滋賀県 ・京都府 ・大阪府 ・兵庫県 ・奈良県 ・和歌山県

・中国総合通信局 ・鳥取県 ・島根県 ・岡山県 ・広島県 ・山口県

・四国総合通信局 ・徳島県 ・香川県 ・愛媛県 ・高知県

・九州総合通信局 ・福岡県 ・佐賀県 ・長崎県 ・熊本県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県

・沖縄総合通信事務所 ・沖縄県

■ 総務省の組織



■ 九州総合通信局の組織

総務省 九州総合通信局
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10-1（熊本地方合同庁舎）
お問合せ先📞📞096-326-7809（総務課人事係）

総務部

総務課

財務課

企画課

信書便監理室

総合通信調整官

防災対策推進室

サイバーセキュリティ室

情報通信部 情報通信連携推進課

情報通信振興課

電気通信事業課

放送部 受信対策官

有線放送課

放送課

無線通信部 航空海上課

陸上課

電波利用企画課

電波監理部

監視調査課

電波利用環境課

総合通信相談所

九
州
総
合
通
信
局
長

庶務、人事、文書

企画調整、広報、情報公開

予算、決算、物品・財産管理、電波利用料徴収

信書便事業に関する許認可、問い合わせ

重要事項の調査、企画

情報通信技術を活用した防災及び減災の対策推進

サイバーセキュリティの確保

産学官の連携施策の推進、研究開発の推進

電気通信事業の推進、電気通信事業法の施行、
電気通信サービスに関する相談

地域情報通信施策の推進

放送局の許認可・検査

テレビ・ラジオの受信障害対策・相談

ケーブルテレビ、有線ラジオの許認可・検査・普及促進

地域の電波利用計画策定、電波利用の総合調整、
電波の利用に関する研究・調査のとりまとめ

航空、海上、漁業関係の無線局の免許・検査、
無線従事者免許等に関する事項

陸上に開設する無線局の免許・検査、電波利用
の促進、電波伝搬障害の防止に関する業務

電磁障害・混信等に関する申告・苦情・相談、電波
利用の周知啓発、登録検査等事業者の登録・監督、
高周波利用設備の許認可

電波の監視、電波の使用に関する指導、混信障害
対策、電波の発射状況の調査、不法無線局対策等

情報通信行政に関する相談
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